
 
 

国の歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第２次）について 
〜歯・口腔の健康づくりプラン〜    

 
１ 歯・口腔の健康づくりプランの概要 

  全ての国民にとって健康で質の高い生活を営む基盤となる生涯を通じた歯科口
腔保健を実現することを目的に、歯科口腔保健に関する施策等を総合的に推進する
ための基本的な事項を示し、令和６年度から令和 17 年度までの「歯科口腔保健の
推進に関する基本的事項（第２次）」（歯・口腔の健康づくりプラン）を推進する。 

 ●歯・口腔の健康づくりプランの骨子 
１）歯科口腔保健の推進のための基本的な方針 

1. 歯・口腔に関する健康格差の縮小 
2. 歯科疾患の予防 
3. 口腔機能の獲得・維持・向上 
4. 定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健  
5. 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

２）歯科口腔保健を推進するための目標・計画に関する事項 
３）都道府県及び市町村の歯科口腔保健の基本的事項の策定に関する事項 
４）歯科口腔保健を担う人材の確保・育成に関する事項 
５）調査及び研究に関する基本的な事項 
６）その他歯科口腔保健の推進に関する重要事項 

大規模災害時の歯科口腔保健に関する事項が追加。 
 
２ 歯科口腔保健の社会的な存在意義・目的・意図（歯科口腔保健パーパス） 

歯・口腔の健康づくりプランが目指す方向性を明確化し実現するために、「全て
の国民にとって健康で質の高い生活を営む基盤となる歯科口腔保健の実現」を歯科
口腔保健パーパス（歯科口腔保健の社会的な存在意義・目的・意図）（図１）とし、
以下の①、②に取り組む。 

① 個人のライフコースに沿った歯・口腔の健康づくりを展開できる社会環境の整備 
② より実効性をもつ取組を推進するために適切な PDCA サイクルの実施 

また、歯科口腔保健パーパスの実現にむけて、歯科口腔保健の推進のためのグラ
ンドデザイン（図２）に沿って、歯・口腔の健康づくりを進めていく。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 歯科口腔保健パーパス 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図２ 歯科口腔保健の推進に関するグランドデザイン 
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